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資料４ 

 

関係する国会質疑（抜粋） 

 

 

衆・城井崇議員質疑概要（平成３０年１１月１６日（金）衆・文部科学委員会） 

 

○城井崇議員 

民間試験導入に参加をする業者の相当数は、大臣、これまで、みずから試験の対策

問題集作成や対策講座の実施を行っております。民間試験の出題者と対策問題集の販

売者が一緒でいいんでしょうか。問題をつくる人と対策問題集を売る人が一緒でいい

か。 

受験サポート業というくくりになるかと思いますが、この公式問題集や参考書、セ

ミナー、通信講座などなど、この辺はまだ規制がありません。 

しかも、民間試験導入にかかわる業者が、既に、各地の教育委員会や、高校の幹部

や進路指導者や英語教員にも行き過ぎた営業を行っております。 

船に乗りおくれるな、汽車に乗りおくれるなという勢いで営業しております。直接

間接の問題の漏えいも心配であります。こんな状況ですと、テスト対策重視で、高校

の英語がゆがめられてしまいます。 

 

○柴山大臣 

大学入学共通テストにつきましては、昨年策定した実施方針において、「現に民間

事業者等により広く実施され、一定の評価が定着している資格・検定試験を活用する。」

ということとしておりますけれども、民間事業者などが実施する出版活動や営業活動

自体が禁止されているものではありません。 

ただ、御指摘のとおり、大学入試センターが成績を提供する民間の英語資格検定試

験は、公正に実施されることが極めて重要であると考えておりますので、同センター

が設ける参加要件の一つに「不正、情報流出等の防止策及び不測の事態発生時の対処

方策を公表していること。」という項目があるんです。ですので、当該要件を各参加機

関が満たしていることを確認させていただいているところであります。 

…（中略）… 
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○城井委員 

ということは、出題する側が対策問題集も売ってもいい、大臣、こういうことです

か。よろしいですか。テストの内容が変われば、対策問題集などの受験サポートの内

容も変わるんですよ。つまり、出題する側がビジネスチャンスを自分で勝手につくっ

ていける、公の権威を使いながら、こんなことを許していいのかというのが私の問題

意識なんです。出題者と対策問題集の販売者は同じにしていいのか、だめに決まって

いるだろうということを大臣からおっしゃっていただきたいわけです。 

 

○柴山国務大臣 

御懸念の内容についてはよくわかります。各参加試験については、不正、情報流出

等の防止策を公表していること等の参加要件が確認をされておりますけれども……

それだけでいいのかということなんですが、それだけでいいわけはありません。（中

略）万一そのような漏えいが起きたような場合については、一定の手続を経た上で参

加を取り消すなど、必要な手続をとることになります。 

…（中略）… 

 

○城井委員 

大臣、出題者が対策問題集を発売することは、その不正に入りますか。 

 

○柴山国務大臣 

そのこと自体は、入らないと思います。 

 

…（中略）… 

 

○城井委員 

 大臣、出題者が対策問題集を発売することは、その不正に入りますか。 

 

○柴山国務大臣 

 （前略）やはり問題というのは、そういった公正への懸念をどのように払拭するの

かということをやはり当事者にしっかりと検討してもらうということが大事だとい

うように思っております。 
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衆・川内博史議員質疑概要（平成３０年１１月２１日（水）衆・文部科学委員会） 

 

○川内委員 

（前略）先日の本委員会の城井委員の質疑で、英語の入試に関する民間試験を導入

する、その入試を担当する業者さんが他方でその対策本を出すということについては

公正を疑われるのではないかという質疑があって、（中略）英語の入試に関して、その

入試を担当される事業者が他方で対策本を出してビジネスをするということに関す

る公正さを欠くのではないかという懸念に、文部科学省としてはこういうふうな対策

をとっているよということがあるのかどうか。 

ここに、大学入試英語成績提供システムの「不正、情報流出等の防止策などの対応」

ということで、その事業者が出している対応策がネットに出ているんですけれども、

この中には、対策本を出しているんですけれども、変なことはしないからねというよ

うなことは一切書いていないです。（後略） 

 

…（中略）… 

 

○柴山国務大臣 

 （前略）多くの民間の英語資格検定試験については、各試験に関する公式問題集な

どの参考書が発行されておりますけれども、その受検者は大学入学共通テストの受検

者に当然のことながら限定されるわけではないわけでありまして、民間団体の問題集

の発行を禁止するということは、いささか乱暴であるというように考えております。 

 また、これらの試験は既に大学入学者選抜に活用されてはおりますけれども、具体

的に試験問題の漏えいに該当する問題集があるということは承知をしておらず、出題

者が問題集を発行しただけでは不正に当たるとは考えておりません。 

 ただ、先ほどご紹介いただいたように、私どもといたしましても、李下に冠を正さ

ず、入試の公正を害することがないようにするということは極めて大事だと考えてお

ります。（後略） 

 

○川内委員 

 （前略）ＧＴＥＣを担当する事業者、そして同時に対策本も出すわけですけれども、

今大臣が情報の漏えい、流出という言葉を使われたわけです。これは社内で情報のや

りとりが遮断される組織になっているか、そして、社内でそういう情報をやり取りし

たときに、社内的に処罰をされる規定に社内規定がつくられているかというようなこ

とについて、文部科学省は確認しているんですか。 

 

○義本政府参考人 

 （前略）要件としては、特に社内での情報のやりとりについて確認するということ

はしておりません。 
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○川内委員 

 まさしく、大臣、そこなんですよ。公正を疑われるようなことがあってはいけない

よね、それはそうだよねということになると、では、社内の仕組みが、組織がどうな

っているのと。 

 ＧＴＥＣを担当する部署と、それから対策本を出す部署と、これは情報のやりとり

をできないようにしてくださいよと。もしそんなことがあったら、社内的に処罰をさ

れるし、この入試に参加する資格からいえば、あなた方は資格を失いますよというこ

とをきちんと文部科学省として担保していく、指導していくということが必要なので

はないかということを申し上げているわけで、それは同意していただけると思うんで

すけれども、いかがでしょうか。 

 

○柴山国務大臣 

 おっしゃっていることは極めて理屈が通っていると思います。 

 今の御指摘もいただきまして、そういう公正性の確保ということをどうするかとい

うことを、大学、高等学校関係者や各試験団体を構成員とする意見交換の場を年内に

設置させていただきます。 

 そして、その中で、各試験団体に対して、試験の公正性の疑念を生じないよう注意

喚起するとともに、実際の試験問題と問題集の関係について、問題がないということ

についてどのように担保するのかということも含めて説明を求め、確認をすることを

是非検討させていただきます。 

 その上で、なお情報漏えいが疑われる場合、今御指摘をいただいたように、一定の

手続きを経た上で参加を取り消すなど、必要な手続きをとることとさせていただきた

いと思います。 

 

 

 





参加試験団体が作成する試験対策用問題集について 

 

 

１．状 況  

 

  多くの資格・検定試験については、各試験に関する公式問題集などの参考書が発

行されているが、出題者が試験対策用の問題集を発行することに関して、問題漏洩

などの情報流出に関する懸念が指摘されている。 

 

 

２．対 応  

 

  本ワーキンググループにおいて、以下の点について確認及び意見交換を行う。 

  ① 各試験団体における試験対策問題集作成の基本的な考え方 

 

＜確認の観点＞ 

・問題集に掲載する問題と実際に出題する問題との関係性はどのようなものか 

（基本的な考え方や同一問題又は類似問題出題の考え方など） 

・英語力が向上していないのに点数が取れるような対策となっていないか 

 

  ② 問題漏洩などの不正を疑われないために注意して取り組んでいること 

 

＜確認の観点＞ 

・どのような漏洩対策を行っているか 

・関係規定はあるか 

 

 

 ３．その他  

 


